
災害に備え戸別受信機の点検をしましょう
　災害はいつ発生するかわかりません。停電時に備え、
「電池切れランプが赤色に点滅」している場合は、戸別
受信機の電池を交換してください。
　また、「雑音がする」・「放送が途中で切れる」・「臨時
放送が流れない」などの不具合は、電波の受信感度が悪
いことが原因だと考えられます。その際は、置き場所を
変更し、定時放送がしっかりと聴こえるか確認するよう
にしてください。
　戸別受信機が故障した場合は町で修理いたしますの
で、捨てずに生活環境課までお持ちください。
　なお、各家庭にお渡ししている戸別受信機は町からの
貸与品になっていますので、町外へ転出する場合は必ず
生活環境課まで返却してください。
問 合 せ　生活環境課（内線 241）

～中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について～
　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石
綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認めら
れた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付
や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月
を経て発症することが大きな特徴です。
　中皮腫などでお亡くなりになられた方が、過去に石綿
業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給
対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄
りの都道府県労働局または労働基準監督署へご相談くだ
さい。
　制度のご案内は、厚生労働省ホームページでもご覧に
なれます。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/
roudou/gyousei/rousai/120406-1.html

福祉のお仕事就職相談会
　県内の福祉施設・事業所と就職を希望している方との
個別相談や茨城県福祉人材センター相談員による就職相
談などを実施します。ぜひご参加ください。
日　　時　2月12日（月・祝）　13 : 00 ～ 15 : 00（受付12 : 30 ～）

※事前申し込み不要
対　　象　福祉の職場に関心のある方や就職を希望する方
会　　場　フェリヴェールサンシャイン

（水戸市白梅 2－3－86）
問 合 せ　（社福）茨城県社会福祉協議会 茨城県福祉人

材センター　☎ 244－4544

http://www.ibaraki-welfare.or.jp/

「看護の仕事」相談会
内　　容　看護職の就業相談・看護学校等への進学相談
開催日時　2月20日（火）　9 : 30 ～ 12 : 00
会　　場　ハローワーク水戸（水戸市水府町1573－1）

※相談無料・事前予約不要・履歴書不要
問 合 せ　茨城県ナースセンター

（茨城県看護師等無料職業紹介所）
☎ 221－7021【電話相談専用ダイヤル】

南の島で国際交流 第42回ちびっこ探検学校ヨロン島参加者募集
　今度の春休みは、日本全国から参加するたくさんの日
本人や外国人のお友達と一緒に思い出に残る楽しい体験
をしに南の島「ヨロン島」に行きませんか？
期　　間　3月26日（月）～ 4月1日（日）　 6泊 7日
場　　所　鹿児島県大島郡与論島
定　　員　日本人小学生200名／在日外国人小学生100名
申込締切　3月5日（月）（先着順）
参 加 費　水戸駅発 : 148,000円
説明会（無料／自由参加）　2月25日（日）　13 : 30 ～ 14 : 30
国立オリンピック記念青少年総合センター
（東京都渋谷区代々木神園町 3 － 1 ）
※説明会は、事前予約不要・参加費無料で、どなたで
もご参加いただけます。

資料請求／申込み／問合せ
公益財団法人国際青少年研修協会
☎ 03－6417－9721　FAX 03－6417－9724

http://www.kskk.or.jp

個人住民税（町民税・県民税）の申告時期です
　個人住民税（町民税・県民税）の申告時期になりまし

た。平成30年1月1日現在、大洗町に住所登録がある方

に申告をしていただくことになります。昨年中（平成

29年1月1日 ～ 12月31日）に得た収入が対象です。

国民健康保険税・介護保険料・保育料などの算定の資料

になりますので、収入がなくても申告が必要となる場合

があります。

※株式・土地等の譲渡所得のある方や、住宅借入金等特

別控除・雑損控除を新規で受けられる方などは、水戸

税務署の申告会場で申告をお願いいたします。

◎申告期間及び申告会場

・2月16日（金）～3月15日（木）受付時間は午前 9時

から11時・午後 1時から 4時までです。

・日曜日の申告受付は2月18日です。

・申告受付会場　中央公民館 1階研修室

※申告会場は大変な混雑が予想されますので、お時間に

余裕を持ってお越しください。

◎申告の必要な方

・事業所得（営業、農業、漁業など）・不動産所得・譲

渡所得・一時所得・雑所得・その他の所得のあった方

・公的年金等の所得があった方で、扶養控除・社会保

険料控除・医療費控除などの各種控除を受ける方

・給与所得者で次に該当する方

給与所得以外の所得があった方

年末調整を受けていない方（勤務先に確認してください）

2か所以上から給与を受けた方

事業所（勤務先）から町へ「給与支払報告書」が

提出されていない方（勤務先に確認してください）

医療費控除や住宅借入金等特別控除（新規や年末

調整でお忘れの場合）などを受ける方

・所得証明書や課税（非課税）証明書などの税務証明

が必要な方

◎申告の必要のない方

・税務署へ所得税の確定申告をする方

・給与所得のみ（年末調整済）で、勤務先から町へ「給

与支払報告書」が提出されている方

・扶養親族（扶養控除の対象）となっている方（ただ

し、税務証明を必要とする人は除く）

問 合 せ　税務課 町民税係（内線 141・142）

不法投棄はやめましょう！一般家庭ゴミ・産業廃棄物の不法投棄は厳禁です。

平成30年1月31日

第1746号

心配ごと相談（要予約）
　法律に関する相談を受け付けます。お気軽にお越
しください。
次回実施日　3月2日（金）　13 : 30 ～ 15 : 30
場　　所　ゆっくら健康館 1 階ボランティア室
相 談 員　弁護士
申込み／問合せ　社会福祉協議会　☎ 266－3021


